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第31号棟式を次のように改めるc

第31号様式

庚雍物再生一指定業者事業S ¢届一
  吸更年月日

(あて先）川崎市長

届出者

郵便番号

住 所

ふりがな

氏 名

(法人にあっては名称及び代表者の氏名）
電話番号

FAX番号

川崎市廃箆物の処理及び清描に関する法律及び浄化槽法施行細則第恥条第1項の
規定により，関係會類及び図面を添えて届け出ます。

指定 年月日    年月a

  指定番号   第号

廃止の年月日   年月E

廃止した事業の範囲

  変更 年月B 年月日

変更した事項 変 更 前 変更 後

  変更理由

|※事務M欄

箭考※欄は，記入しないでください。

附則

(施行期(3)

1この規則は・平成13年4月1日から施行する。

¢経過措®)

2改正前の規則®規定により調製した帳票で現に残存

するものについては，当分®間，必要な箇所を訂正し

た上，引き続きこれを使用することができる。

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成13牢3月30E1

川崎市長高橋 清

一 68 ―・̂

川蛸市規則第36号

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施

行規則の一部を改正する規則

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則〔平成12年川崎市規則第128号）の一部を次のように

改Eする。

目次中「第M条」を「第60条® 2」に改める。

第25条第L項第2号中「(大規模小売店舗立地法（平

成W年法律第91号）第2条第1項に規定する店舗面積を

いう。以下同じ。)」を削る。

第郎粂第3号中「患者の収容施設」を「患者を入院さ
せるための施設」に改める。

第60条を次のように改める。

-兌̂>賀磯碑雄纖薇械坊楚i::'こ,ジ ・榔鉛-袱哮猫破倒:寒獅輝:
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(大型小売店における夜岡小売栗に係る届出）

第60条条例第64条の2第1項第7号に規定する規則で

定める寧項は，次に掲げる事項とする。

⑴大型小売店の位置

12)大型小売店を夜間において利用する者に供される

駐車施設及び駐輪施設の位置及び収容台数並びに夜

間においてこれらの施設を利用できる時間帯

⑶夜間において荷さばきを行う場所及び時間帯

⑷その他大型小売店における夜間小売業に係る外部

騒音による公寄の防止に必要な限度において，市良

が必要と認める¥項

2条例第64条の2第1項の規定による届出は，大裂小

売店における夜間小売業開始届出笛¢^24号様式の2)

により行うものとする〇

3条例第M榮の2第2項の規定iこよる届出は，大型小

克店における夜間小売業iこ係る変更計画届出書（第勿

<様式の3)により行うも®とする。

4条例第6條の2第3項の規定による届出は，大型小

売店における夜聞小売業に係る変更届出書（第24号様

式の4)により行うものとする。

5条例第64条の2第4項の規定による届出は，大型小

売店における夜間小売業に係る廃止等届出酋（第24号

様式の5)により行うものとする。

策5章第4節中第60条の次に次の1条を加える。

第60条の2 条例第64条の4第3項の規定による届出は，

大型小売店における夜間小売業に係る地位一届出®

¢第24号様式のS)により行うものとする。

第69条第2項第1号中「合併又は相統」を「相続，合

併又は分割」に改める。

様式目次中

を

不飽和ポリエステル鋤旨塗布作第油專萌3項

業に係る中止届出帯

24

24の2

2*1の 3

Mの4

24の5

21の6

不¢a和ポりエステル樹脂塗布作

粟に係る中止届出害

大型小売店における夜問小売栗

開始届出齋

大型小売店における夜間小売栗

に係る変更計画届出密

大型小売店における夜澗小売雄

に係る変更屈出番

大型小売店における夜問小売哉

に係る廃止等届出曹

大型小売店における夜問小売樂

に係る地位承継届出符

第&5条泌3項

第60も第S項

第60条第3項

第60架第d項

第S0条策5項

第60条の2

J

に改める。

第24号様式の次に次の5様式を加える。
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